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　　環境に優しい清掃を　　株式会社　アゼル

三芳町北永井　394-2　　☎049-257-2658

された環境に優しいアルカリイオン電解水

おお子子ささんん、、ペペッットトののいいるる家家庭庭ででもも安安心心ししてて使使ええまますす

掃除のプロが自信をもってプロデュース　

化化学学合合成成洗洗剤剤をを一一切切使使用用ししててなないいののでで赤赤ちちゃゃんんやや

eco clean water（家庭用販売キット）

9999..99％％のの水水とと汚汚れれをを分分解解すするる00..11％％のの電電解解水水でで構構成成
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ビルスコープ株式会社 
☎ 049-293-4900 

〒354-0041 三芳町藤久保 539-4-303 電電気気抵抵抗抗試試験験  

官公庁・大手の建設会社・マンション管理会社もリピーター 高い精度で原因を特定 

✉ chousa@buil-scope.co.jp 

 

三芳町役場 ☎ 049(258)0019（代表）
〒354-8555 三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1

お知らせ
「募集」「イベント」「お知らせ」など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

今後の状況により、下記のページに掲載されているイベント等が中止や延期になる
場合があります。詳細は町ホームページを確認、または担当課へお問い合わせくだ
さい。※町主催以外のイベント等については、直接主催者へお問い合わせください。

● information（P9） ●図書館だより（P10）●保健・健康（P11）　
●お知らせ（P12 ～ 16）●無料相談（P17）　●子ども通信（P20・21）

町内公共施設のイベント等の開催状況！

はじめて手話を学ぶ手話体験講座です。
▶�日時：6/20・27・7/4・11・25
　毎週月曜日��14:00 ～ 16:00　
▶�場所：富士見市市民福祉活動センター
ぱれっと・富士見市立中央図書館
▶�対象：難聴・途中失聴の高校生以上で
町または富士見市在住・在勤・在学の
人※家族で受講できます。
▶定員：10人（応募多数の場合は抽選）
▶�申込み：5/20 ㈮～ 6/10 ㈮までに富
士見市社会福祉協議会へ窓口・電話・
FAX で①氏名②住所③電話番号を伝
えて申し込み。。

問�富士見市社会福祉協議会
　☎ 254-0747��FAX�252-0111

難聴者向けはじめての
手話体験講座（全 5 回）

老齢基礎年金の支給開始年齢は原則とし
て65歳ですが、65歳前に繰り上げて減
額された年金を受け取ることができます。
ただし、支給を繰り上げた場合、生涯減
額された年金を受け取ること、障害基礎
年金を請求できなくなるなど、注意が必
要です。また、66歳以降に老齢基礎年
金を受け始める繰り下げの場合は、年金
額が増額されます。詳しくは年金事務所
または下記へお問い合わせください。
問�住民課保険年金担当内 156
　ねんきん加入者ダイヤル
　�☎ 0570-003-004（050から始まる番
号でかける場合は☎03-6630-2525）

老齢基礎年金の
繰り上げ・繰り下げ

5/31㈫は自動車税 (種別割 )
の納期限です。納税通知書は
5月中旬頃にお手元に届きま

す。スマートフォン決済アプリ(PayPay・
LINE�Pay・PayB・auPAY・ファミペイ・
楽天銀行アプリ)による納付が可能です。
またWebサイト「埼玉県・県税クレジッ
トカード納付サイト」を利用したクレ
ジットカード納付やインターネットバン
キングなどを利用したペイジー納付、金
融機関やコンビニでも納付できます。埼
玉県では「納めてプラス！」キャンぺー
ンを実施しています。納期限までに納税
した自動車税（種別割 )の領収書等を協
賛店で提示すると割引などのサービスが
受けられます。ぜひ、ご活用ください。
 ▼ 障がいのある人のための減免
今年度から郵送や電子申請も利用できま
す。詳しくは県ホームページをご覧ください。
問��自動車税コールセンター
　�☎ 0570-012-229

自動車税の納期限
スマホで納税可能

盲学校・ろう学校・特別支援学校などに
通園・通学している身心障がい児童の保
護者に、通園奨励費補助金を支給します。
※�令和 3年度の受給者には申請案内を
郵送しています。

▶�支給額：児童 1人に月額 5,000 円
▶ 支給時期：6月・9月・12月・3月（年4回）
▶�申込み：5/31 ㈫までに➊在学証明書
か生徒手帳の写し➋補助金振込先の通
帳の写し➌療育手帳・身体障害者手帳
の写し（持っている人のみ）を下記へ
持参して申し込み。

問��福祉課福祉庶務担当�内 178・179

心身障がい児
通園奨励費補助金

令和 4 年度
就学援助

経済的な理由で就学困難と認められる児
童・生徒の保護者に対し、学用品費、給
食費などの援助をしています。
※�令和 4年 6月までの認定を受けてい
る世帯も、改めて申請が必要です。

▶�申込み：6/30 ㈭までに、学校から配
布された申請書に記入し、必要書類を
添付して下記窓口に持参（郵送不可）。

※�上記の期間以降も随時受け付けます
が、申請のあった翌月からの支給とな
ります。

問�学校教育課学務担当内 524・525

整骨院・接骨院での施術には保険証が使
えないものもありますのでご注意ください。
 ■ 保険証が使える場合
・ねんざや打撲
・�骨折や脱臼（応急処置または医師の同
意がある場合）

 ■ 保険証が使えない場合
・�肩こりや筋肉痛など（日常生活・病気
によるもの含む）
・スポーツにともなうケア
・脳疾患後遺症、リウマチなどの慢性病
・改善がみられない長期の施術
・病院で治療中のもの
・仕事や通勤中におきた負傷
問�住民課保険年金担当内 153～ 155

保険適用外の
施術に注意

ライフバス・タクシーの利用補助(公共交通
利用補助事業 )の補助上限が、年間1万円
に上がります。利用には事前登録が必要です。
▶対象：町在住の 70歳以上の人・妊婦
▼申込み：
 ■ 70 歳以上の人
政策推進室・各出張所で随時受け付けます。
 ■ 妊婦
妊娠届提出時に健康増進課で案内します。
問�政策推進室政策推進担当内 422

ライフバス・タクシー
補助上限が 1 万円に

J-ALERT での
情報伝達試験

地震や武力攻撃などの発生時に備え、情
報伝達試験を実施します。
▶ 日時：5/18㈬�11:00
※�事前に三芳町地域コミュニティメール、
町ツイッター、町ＨＰでも周知します。

 ■ 訓練で行う内容
町の防災行政無線から次の放送がされます。
➊上り４音チャイム
➋「これはＪアラートのテストです」×3 回
 ➌「こちらは防災みよしです」
➍下り４音チャイム
問��自治安心課防災・交通安全担当
　�内 265～ 267

運動・栄養・口腔ケアの講座です。
※ �65 歳以上で下記の質問に 3つ以上該
当する人が優先。

➊手すりや壁を伝わらないと階段を登れない
➋�イスから立ち上がる時に何かにつかま
らないと立ち上がれない

➌ 15 分以上続けて歩けない
➍この 1年間で転んだことがある
➎転倒に対する不安が大きい
▶�日時：6/1～ 7/27までの水曜日 (9日
間コース )�10:00～12:00
▶�場所：総合体育館�
▶�定員：20人
▶�申込み：5/18㈬までに下記窓口・電話・
FAX( 名前・生年月日・連絡先・質問
に当てはまる項目の番号・送迎バスの
有無を記入 )で申し込み。

問��健康増進課
　健康長寿担当内 188～ 191
　FAX�274-1051

健康づくり教室
上富・北永井方面からバスあり

歩き方と下肢を中心としたエクササイズな
ど。健康運動指導士またはスポーツトレー
ナーによる運動講座です。初日と最終日
には体力測定をして効果を確認します。
▶�日時：6/14㈫・21㈫・30㈭・7/5㈫・12㈫
▶ 場所：中央公民館
▶�対象：埼玉県コバトン健康マイレージ
事業参加者または希望者
▶�対象：20人（先着順）
▶�申込み：➊件名「ウォーキング講座申
込み」➋氏名　➌生年月日　➍住所　
➎電話番号を伝えて、5/20 ㈮までに
下記へ電話・FAX・メールで申し込み。

問��健康増進課健康長寿担当�内 188～191
　FAX274-1051

ウォーキング講座

イベント・事業名 担当課 状況

子どもフェスティバル 社会教育課☎ 257-4266 中止中止

◀
町
HP

5 月 31 日㈫の納期限は次のとおりで
す。納期限内に納付してください。
■固定資産税・都市計画税 (第 1期 )
■軽自動車税 : 種別割 ( 第 1期 )
※便利な口座振替をご利用ください。

納期限にご注意


